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事例
No.

プロフィー
ル

年齢
代

性別 詳細
家族構成
（詳細）

詳
細

保
険

保険の推移 初診日

自覚症
状出
現、健
診での
異常指
摘等か
ら受診
までの
期間

詳細 死亡日 詳細 事例（受診に至る経緯、職歴、経済状態）
一部負
担金未
納額

事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など

61 60 男
非正規雇
用

独居／結
婚歴な
し。姉が
キーパー
ソン

借家、アパート
国
保
証

無 無 2014年2月18日 2か月 2014/9/12
病死／食
道癌

2013年11月頃かから食事が通過しにくくなり、2014年2月18日に近医
からの紹介で当院受診し、進行食道癌で即日入院。
アルバイトでタクシー運転手をしていた。
経済状況は年金が月11万円、給与が月10万円弱の収入。貯金なし。
国保料が30万円未納あり、毎月１万円ずつ分割払い。住民税が約100
万円未納あり、毎月1万円分割払い。カードローンが13万円。会社から
前借り8万円。家賃月6万円。
独居。結婚歴なし。姉（73歳）が福島在住。仮設住宅に住んでいる。夫
が脳梗塞後遺症で介護しているため、あまり来られない。連絡先は姉
の孫。
福島県出身。中卒後、運送会社勤務。21歳からタクシー運転手で、年
金が入るようになったため、退職してアルバイトに切りかえた。

2014年2月18日入院。2月24日胃瘻造設。リンパ節転移が大きく切除不
能であり、化学療法施行。
入院が長期になるため医療費不安あり。仕事継続困難のため生活保
護申請支援を行った。
化学療法施行により、切除可能になり5月7日手術予定で、4月12日に
一旦自宅退院。
4月28日に手術目的で再入院。手術施行するも、腹膜転移があったた
め、試験開腹となった。5月9日食道ステント挿入。5月17日自宅退院。
状態悪化する見込みあり、病院での看取りを希望されているため、当
院緩和ケア病棟へ申し込みを行った。自宅では訪問診療、訪問看護を
利用。
食事摂取困難、倦怠感などあり、7月29日緩和ケア病棟入院。9月12日
に永眠。
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生活保護
廃止の翌
月に発症、
就労困難で
収入が減り
受診が遅
れた肺癌
患者 40 男

非正規雇
用

独居 借家、アパート

国
保
証

生
活
保
護
→

国
保

（
入
院
時
点
で
は

国
保

）

→

生
活
保
護

（
入
院
途

中
に
生
保

）

無

有
・
C
市

無

生活保護の申請を
した。生活保護申
請前の医療費につ
いては、無低診の
申請を検討してい
た矢先に他界され
た。

2014年6月11日 2か月
中断／
他院

2014/6/23
病死／肺
癌

独居。他県在住の母親と姉との関係は絶たれている。生保受給してい
たが、ハローワークで警備会社の仕事を見つけ、2月17日研修、2月22
日からシフト制で勤務開始。職場は工事現場やマンションの解体現場
などが多く、雨天は当日キャンセルとなり収入は不安定。4月11日支給
の給与が保護基準を上回った為に、4月1日に遡って生保廃止。
4月中旬から咳や発熱あり他院受診するも、改善せずに、嘔吐・多汗
繰り返し、就労日数も減ってしまう。生活保護廃止後は、以前に借りた
社会福祉協議会の生活福祉資金の返済金の支払い等も重なり生計
は厳しく、医療費の捻出も困難となり、他院未受診の状況が続く。
2014.6.11に当院初診、即入院となる。
最後の給与は約45000円が見込まれていた。給料日だった入院当日
は、所持金500円。銀行に寄り給料を下ろすこともできなかった程に病
状は悪化していた。

35,400円

入院から約1週間後に、本人が「入院を機に仕事に就けなくなった」と区
役所に電話で生活保護の相談をされた。区役所のケースワーカーより
相談室宛に「翌月からの生保扱いになる」との連絡が入ったのが、SW
介入のきっかけとなる。
関わりの当初から、咳がひどく酸素療法も開始しており、本人との面談
（会話）は短時間しか叶わなかった。入院後ほどなくして呼吸器外科に
よる専門的な治療が必要となり、他院への転院を進めていた。
生活保護開始時期の再確認と、加入している国保の限度額認定証の
発行の手続きを同時に行った。本人へは無低診の案内はじめ、医療費
の支払いへの心配を軽減し、他院への転院治療がスムーズにいく様な
はたらきかけを行った。

再び、生活保護受給。（入院日に支払わ
れた給料は、4日分の医療費を支払うと
保護基準未満の手持ち金となるとの計算
により、入院5日目から生保扱いとなる）
生保前の医療費に関しては、本人の生前
は無低診を案内していたが、本人他界後
には、他県在住の家族が本人の口座に
振り込まれたままの給料から支払いを予
定してくれる事になっている。

生活保護の担当ケースワーカーよ
り、入院日が給料日であった為、生
活保護基準により入院日からの生
保適用は困難で、翌月からの適用
になると言われたが、他院への転
院が早急に行えないと生命にかか
わる事、医療機関が変われば同月
でも新たな医療費がかかる事を訴
えて、遡って当月からの生活保護
の申請が受理された。
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少ない所持
金に不安
があり、受
診が遅れ
た食道がん
患者

60 男
非正規雇
用

独居

定まった住居
がない／入
院まではア
パートだが、
前院入院後、
長期化する
恐れが有り、
家賃節約の
ためアパート
を引き払っ
た。住民票は
そのままだ
が、生活実態
はない

国
保
証

無
保
険
→

生
保
相
談
・
非
該
当
→

《
受
診
時

》
国
保
証
と

減
額
証

（
区
分
・
C

）

無 無 2013年11月11日 6か月

その他
／他院
に１度
受診
し、検
査結果
聞く前
に、当
院へ救
急搬送
となる。
以前に
定期的
な通院
歴なし。

2014/1/22
病死／食
道がん

【生活歴・職歴】60歳まで北海道で勤務。退職後、求職のため上京。上
京前に妻と離婚。上京直後、かばん盗まれ無一文になる。2ヶ月以内
に就職することを条件に「0番地」という施設で寝泊りする。Mさんと知り
合い、職を紹介してもらう。その後、Mさんと共に3ヶ所くらい転職、主に
日雇い労働。当院に受診する直前はアルバイト（放置自転車の整理）
生活。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【家族状況】実
兄（北海道）、実姉（北海道）、妻（離婚）、子供（長女、長男）　入院時、
病院側で家族連絡先把握できず。本人の意思で音信不通。末期に本
人が実姉実兄に連絡をとった。
【経済状況】11月生保相談時、20万所持で申請不可。12月年金約
85000円/2ヶ月。家賃40000円。1月の所持金（約96000円）、12月入院
費（約43000円）を支払っても、生保の入院基準額（22000）以上で、家
賃発生もないため入院継続中の生保申請は不可。
【受診に至る経緯】
2013年夏頃、体調不良や食事が喉を通らないという自覚症状があっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月初め頃、
仕事を休むようになった
11/4頃（当院に搬送される１週間くらい前）にA病院受診。嚥下検査を
耳鼻科で実施、特に問題ないと言われる。（11/13に検査結果を聞く予
定だった）
11/11区役所で国保証と減額証（区分C）の発行手続き後に、その場で
気分が悪くなり救急要請となる。A病院満床のため、当院へ救急搬送
される。当院は初診。

0

11/11、救急で当院に搬送、入院となる。食道癌と診断。
11/18、K病院へオペのため転院。
12/20、当院へ再入院。MSW経済的相談介入開始。入院後、知人（Mさ
ん）が生保に相談に行くが基準額以上のため該当しないと申請できず。
12/27、生保にMSWから再度相談し、残高と年金収入で基準額以下に
なる可能性があるため申請する意思を伝える。年末で金額の確認が出
来ず、申請受付は12/27として、1/7に個人面談と調査することになる。
1/7、面談調査予定だったが、生保から所持金等を確認したところ、現
時点で該当しないとの連絡があり、申請不可となる。
1月中旬、今後の療養先について相談開始するが病状悪く、看取る方
向となる。本人から実兄姉に電話連絡をしたと聞く。連絡先を把握。
1月下旬、状態急変し、1/22院内で死亡。

死亡後、所持金（50000円）での入院費支
払い（60000円）が一部困難（約10000円）
と判断し、生保に相談。困難な部分が実
費（死亡診断書、寝巻き代、処置費）のた
め非該当とされる。所持金で医療費と食
費は払えるため生保対象にならない。死
亡時、約10000円が未払いとなる。その
後、実姉と相談し、完納となる。
葬祭については、区の生活支援係に相談
し、行旅死亡人扱いで葬祭扶助を適用さ
れ、区の委託葬祭業者の対応となる。

ご本人が11月に1回、知人が12月
に1回相談に行ったが、所持金が
生保基準額よりわずかに多く、申
請できなかった。具体的な金額を
提示した上で福祉事務所に非該当
と判断された。
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呼吸等の
自己管理
が困難で痰
による窒息
で死亡した
事例 60 男

年金受給
者

独居 持ち家
国
保
証

無 無

かかりつけ医　無
低診事業行ってい
ない

1ヶ月以
内

治療中 2014/9/16
病死／咽
頭癌

千葉で生まれる。20代から電気工、建設の設備関係の仕事をしてい
た。50代、アルコール性の肝障害から働けなくなり、年金を受け取れる
65歳まで貯蓄を切り崩して生活を送っていた。年金は10万／月程度。
アルコール性肝障害で長年、総合病院の内科にかかっていた。2012
年11月、咽頭癌を指摘され治療を行う。2014年7月、再発のため咽頭
全摘の手術を行う。退院に際し、訪問看護導入となる（医療保険・1割
負担）。もともと友人は多く、退院後も遊びに来る友人がいた。兄や姉
も一緒に住んではいないが、以前から惣菜を送ってくれたりと交流は
あった。

気切カニューレの洗浄・交換、吸入・吸引手技は自立して退院という話
だったが、訪問してみると、痛くてカニューレ交換は自分で行えない状
況であった。気管孔が落ち着き、1人で手技確立出来るまでは訪問看護
を増回することを説明するが、経済的理由から週1回以上に増やせない
と本人より返答があった。主治医に状況を受診の際に伝えたところ、気
管カニューレが抜去となった。手術により発声が出来なくなったため、携
帯メールを活用して本人と24時間連絡をとる事を始めいていた。貯金額
は担当のケアマネージャーにも教えてもらえず生活保護につなげること
が出来たかは不明瞭。

受診（カニューレ抜去）から5日後、ヘル
パーが訪問したところベッドで仰向けとな
り、亡くなっているところが発見された。頭
を手でおさえるようにして亡くなられてお
り、痰の窒息が原因とされた。

適応になるか分からず
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借金の返
済に追わ
れ、7年間
無保険状
態の末やっ
と国保に加
入し、保険
証をもつこ
とができた
ので受診し
たら手遅れ
状態のが
んが見つ
かった

60 男
年金受給
者

夫婦と子
ども世
帯・.子が
18歳以上

借家、アパート

国
保
証

2
0
1
3
年
8
月
ま
で
は
7
年

間
資
格
証
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る

無

有
・
N
市

無

検討はしたが、生
活保護基準の
164％の収入あり
該当しなかった

2013年12月28日 数年
治療中
／自院

2014/3/15
病死／十
二指腸が
ん

2日前から嘔吐ありながらもアルバイトの仕事に出ていたが、仕事から
帰宅後に悪感、胃痛症状で救急要請し、独入院となる。検診全く受け
ていなかった。68歳の妻と35歳の独身息子と3人暮らし。本人と妻の年
金収入と息子の収入で生活。会社員だが、50歳になってから脱サラ
し、赤帽の配送業を17年間やっていたが、車の購入含めて経費で出
費の方が多く借金返済で60～67歳までは保険料払えず、生活するの
がギリギリだった。

0

入院して2週間経ち、息子（31歳）が正社員だが給料が安いので医療費
の支払いが心配と相談室に来室、大卒だが給料は手取りで月15万円し
かもらっていないことがわかる。無料低額診療事業の活用も考えたが、
本人と妻の年金収入とアルバイト代、息子の収入を合算すると、対象に
はならず、限度額適応認定証の案内をした。この時の面接で、借金返
済のかたがつき、国保料の保険料完納し、夫婦共々保険証を発行され
たのでやっと病院に行けるようになったことを知る。保険証の無い間は
体調悪くても病院に行けずがまんしていたらしい。自宅も持っていたが
借金返済のため手放し、今はアパート暮らし。

2013年12月28日～2014年2月4日入院
し、自宅退院、在宅で当診療所の往診と
訪問看護サービス入り、退院後40日後に
自宅で亡くなる。

生活保護には該当しないため相談
していない。
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年金額が
少なく、DM
とうつ病治
療が中断さ
れた患者

60 男 無職 夫婦のみ 借家、アパート
国
保
証

無 無 2013年8月23日 中断 2014/11/24
病死／肺
炎

2008年、自営で父の代から継いだ印刷所を経営不振の為にたたむ事
となった。以後無職。以前より健康診断でDMを指摘されており内科受
診をしていたが、2010年頃より自己中断。その頃より、外出せず自宅
に引きこもりがちな生活を送るようになる。ベッド上で過ごすことが多く
なり、ADL低下。自力では歩く事も出来ないような状態になった。2013
年8月、低血糖による意識消失あり妻が救急要請。S病院に搬入され、
入院を勧められるが本人拒否。通院継続するようにとの指導を受け、
その後当診療所を受診する事となる。

初回受診に来て以徳、本人受診なし。妻のみ薬を取りに来る事が数回
続いた.糖尿病専門医より「本人受診に来なければ処方が出せない」と
言われる。外来から一カ月後に妻が相談室へ来室。本人の状況(引き
こもり状態でADL低下、.寝たきりに近い生活を送っている)を初めて話さ
れる。
状態伺う限りでうつ病の疑いあり、精神科受診を提案。介護タクシーを
利用して来院して貰い、精神科受診と並行して内科に本人受診するよ
うに促した。初回面接時には金銭問題については妻より話なし。その
後、DM治療入院を内科より勧められた際に金銭的な不安を訴えられ
る。
生活保護基準であった為、生保申請を提案。妻は了解したが、本人が
拒否。.本人の説得を数か月していた矢先に、妻より「年金担保でかりて
いたお金の返済が終わったので、これから年金額が5万円増える。なの
で治療費や介護保険サービスに回せる。親戚(姪)が医師を

2014.10S総合病院に激急搬送される。そ
こで往診が入っておらず、約半年間未受
診・未治療の状態であった事が発覚。DM
は悪化しており、褥創も出来ていた。しか
しそれでも本人ぱ入院を拒否。その頃に
は本人の認知機能も低下してきていた。
妻に改めて面接し、本人の医師を尊重出
来る場合ではない、命に関わる状態であ
ると説明。生活保護申請について、早急
に妻に勤いて貰う事となる。その後S総合
病院に入院。DMと褥瘡の治療を開始した
が.誤嚥性肺炎を発症。2014.11,24死去し
た

国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の適応
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事例
No.

プロフィー
ル

年齢
代

性別 詳細
家族構成
（詳細）

詳
細

保
険

保険の推移 初診日

自覚症
状出
現、健
診での
異常指
摘等か
ら受診
までの
期間

詳細 死亡日 詳細 事例（受診に至る経緯、職歴、経済状態）
一部負
担金未
納額

事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など
国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の適応

19

介護保険
料滞納にて
介護サービ
ス利用でき
ず、自宅で
衰弱して
いった事
例。癌も
あったが、
医療費の
心配で十分
な治療に至
らなかった

80 女
年金受給
者

その他／
娘と二人
暮らし

借家、アパート

後
期
高
齢
者
医
療

有

入院費の一部負担
金を無低で対応し
た。それを条件で
ようやく入院の同
意に至った。

2013年11月26日 不明
治療中
／他院

2014/2/1
病死／膵
癌

地域包括支援センターより相談。地域の開業医より地域包括に相談あ
り、寝たきり状態で栄養状態も悪く衰弱しているが、本人・娘共に入院
を拒否。医療費が支払えないことが理由。癌はあると思われるが、確
定診断は受けていない。他病院に紹介したが、費用が払えないため検
査を受けなかった。開業医が好意で往診料の請求もせず、点滴のみ１
日１本行っているが限界。何か対応できないかというもの。介護保険
料は滞納しており、介護サービスの利用は１０割負担になるため利用
できない。Ｊ病院で入院させてもらえないかという依頼。娘さんはパート
（月12万）。本人は年金収入あり（月5万）。家賃2万7千円、借金返済
（個人や電化製品を月賦で購入）月2万円程ある。食費は1日1000円で
対応。娘さんは、パンひとつということもあるとのこと。

0

11/5地域包括支援センターより相談後、娘さんが相談に来院。医療費
だけでなく、入院にかかる諸経費がいくら必要か非常に気にされる。病
衣、オムツ、食費など説明。医療費は無低を利用すること、諸経費につ
いては娘さんが支払うことで折り合いつくも、入院の決心にいたるまで
にはさらに時間がかかった。11/26いよいよ食事が摂れなくなり、救急
搬送にて入院となった。

翌年2/1に死亡退院となる。 特になし。
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経済的に
余裕がな
く、我慢し
た末に手遅
れになって
しまった患
者

70 女
年金受給
者

その他／
子3人（結
婚歴な
し）、本人

持ち家

後
期
高
齢
者
医
療

無

有
・
M
市

有

低額10割減免
医療費、入院時の
食事療養費の10割
減免

2014年6月4日
1年1か
月

中断／
他院

2014/8/10
病死／低
栄養、褥
瘡感染

社協より当院に依頼あり。民生委員に長女より「介護保険をつかいた
い」と相談があり、訪問した所、重症化して寝たきりの本人が見つかっ
た。本人が「病院は大丈夫」と我慢をし続けた結果であった。地域でも
他者と関わりを持たない家で行政も気にかけていた。知的に乏しい無
職の長女（44）と農繁期に日雇いで仕事をする長男（53）次男（47）の4
人家族。収入があるときは、本人の年金2.2万円/月と息子達の収入10
万円ほど。家は古く、窓ガラスがなく、その代わりに障子が閉められて
おり、鍵の代わりの南京錠がはめられていた。

無低診の申請。その後は、本人の療養と平行して、就労環境の不安定
な息子２人への支援とを行おうと試みるが、次男とは接触がとれず。面
談や、今後の生活についての支援を行おうと考えていたがかなわず。

高齢、低栄養、褥瘡感染、肺炎も起こして
おり、本人には病に勝てる力が残ってい
なかった。CVC挿入して高カロリー輸液に
て体力増加を目指したが、治療の甲斐無
くお亡くなりになられた。

生活保護の検討も行った、他者の
介入の難しい家族へのアプローチ
もあり入院中は申請にまで至らな
かった。

25

年金が増え
たことによ
り生活保護
の対象外と
なったが経
済的には
厳しく受診
が中断し、
具合が悪く
なっても受
診しなかっ
たため死亡
したケース

60 男 無職

二世帯・
三世帯同
居／90代
の母親と
二人暮ら
し／母
親：ADL
は自立、
子供は一
人、頼れ
る親族は
いない

借家、アパート

国
保
証

無 無 2014年1月6日
1ヶ月以
内

中断／
自院

2014/1/6
病死／急
性心筋梗
塞

2013年12月末から具合が悪かったようだが、受診せず家で様子を見
ていた。年明けてからもずっと臥せっており食事もとれなくなってきてい
た。母親は受診するように促したが金もかかるで行かんと言っていた。
1/6の朝声をかけたが返答はあった。昼にも声をかけたが反応が返っ
てきていたかは不明。夕方様子をみたら反応がなく動かなかったため
知人（同じ団地の方）に連絡。

（当院の外来に定期受診し高血圧の治療もしていたが2012年8月から
当院の受診を中断していた。）
1/6　18時知人が救急車を要請。救急隊到着時点で心肺停止。モニ
ターも心停止の状態だったが蘇生術を行いながら18時35分当院へ搬
送となった。

搬送から5分後に急性心筋梗塞として死
亡確認がされた。母親は母一人子一人と
いう状況の中で突然の息子の死を受け止
められず、これからどうしたらいいんだろ
うと途方に暮れていた。病院から自宅ま
での搬送手段や葬儀の費用の心配も
あったが近所の方の協力もあり自宅まで
は同じ団地に住む知人の方が自身の車
で搬送してくれることとなった。布団も本
人が使っていたものしかないとのことで急
遽当院の診療所から寄付してもらった布
団と着物を着せてもらいご自宅に帰られ
た。

母親と二人暮らし。2013年3月末ま
では生活保護だったが、本人の年
金が増額されたことで生保対象か
ら外れる。
母親の話ではもともと定職に就くの
は厳しく、仕事を転々としていた様
子。飲酒もあり母親に手をあげるこ
とがあったとのこと。→この件で町
の保健師の関わりもあった。当院
に搬送された際町の福祉課からも
連絡が入ったが『困ったら電話くだ
さい』といった対応だった。母親一
人暮らしとなってしまうためその後
の対応を強くお願いした。当院でも
その後母親の様子が気になったた
めMSWと医事課職員で2回訪問し
ている。
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受診抑制
により受診
が遅れた
末期大腸
癌患者

60 女 無職
その他／
内縁の夫

借家、アパート

国
保
証

無 無 2014年8月18日
約1か
月

中断／
他院

2014/8/28
病死／末
期大腸癌

実母は健在だが小学3年生頃に別れ、施設やおばに育てられた。離婚
歴あり、子供とは現在音信不通状態。内縁の夫とは30代の頃から同
居。15年前と10年前にアルコール依存症で他院入院歴あり。2011年
12月にお酒を万引きしてしまい逮捕、拘留され精神面のフォローのた
め他院へ入院。その後町の保健師も介入した。以前行政側から生活
保護を受ける相談はあったが、内縁の夫の支えもありなんとか生活は
できていた。

0

2013年2月に内縁の夫より当院相談室へ相談があった。歩行困難のた
め受診を希望されたが、状況の確認のため町の保健師に問い合わせ
をしたところ「主治医からは服用薬の副作用からくるものだと説明され
た」とのこと。本人や内縁の夫は警察に殴られて歩けなくなったなどと
状況を正しく理解できていなかったため、引き続き精神科に受診を促す
こととなった。その後下肢の状態は良くなったが、かかりつけの病院へ
は行かなくなってしまった。他院も含めて健診等は一度も受けていな
い。その後2014年7月より食欲不振、下痢、緑色の便などの症状が出
現し、徐々に動けなくなり這ってトイレに行くような状態となった。内縁の
夫は「お金の事は心配せず医者に行け」と言って受診をすすめたが、本
人は何も言わないし状態を聞いても答えてもらえなかったとのこと。ど
の程度内縁の夫の言葉を理解していたかは不明だが、本人の医者に
かかりたくないという態度には経済面での不安という心理が大きく影響
していたのではないかと推察される。

内縁の夫の説得の末以前のかかりつけ
医ではなくK病院なら受診するとのことで
来院したが、既に末期の大腸癌（肝臓ま
で転移）だった。入院して10日後に死亡し
た。

以前行政側からの働きかけにより
生活保護を受ける相談をしたこと
があるが、内縁の夫に収入があっ
たため結果的には受けられなかっ
た。万引き事件後に町の保健師が
介入した時期もあった。
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自営業・経
済的困難を
理由に入
院拒否、そ
の後死亡し
た患者

70 男 自営業

夫婦のみ
／本人、
妻(疎遠
の息子が
2人)

借家、アパー
ト／アパート
と貸店舗の支
払いがある状
況。滞納状況
もあった。

国
保
証

無 有

初回の入院時は分
割ならば支払える
とのことで対応しな
かったが、最期の
入院については希
望もあり対応開
始。しかし、相談開
始直後状態急変も
し、逝去となった。
事後とはなったが、
死亡後無低診と
なった。合わせて、
妻の今後の生活も
あり。生活保護申
請し受給となった。

2013年12月13日

治療中
／自院
(他疾
患)

2014/9/25
病死／胃
がん

自営で八百屋を経営。職人肌で顧客には責任を持って対応したいとい
う思いの強い方。経営状況としては、市場にも借金があるような状況
で、店をたたんだ方が年金などもあり経済的には楽になると思うが、年
金を家賃に充ててまで経営。
死亡に至った原疾患ではないが、ぜんそくで不定期ながら　受診は続
けていた。入院の話になると、お金の問題だけではなく、仕入れをしな
いと顧客に迷惑かけてしまうなどと言って抵抗。入院しても、食べれな
い状況なのに朝四時に外出し配達などを行っている状況。

12,500円

先にも書いたが、不定期ながら他の疾患で受診。がんが発覚し何とか
OPEを試みたが、取りきれない状況。OPE後化学療法等の話も進めた
が、入院が長引くことや八百屋の仕事に穴をあけてしまうことが話され
拒否となった。通院状況としては、たまに予約に来られないこともありな
がら受診は続けていた。

生前の生活保護申請にはならなく、逝
去。

死後生活保護の申請となり、妻の
今後の生活は最低限確保された
が、何度も生活保護の話をしたが
生前の申請には至らなかった。赤
字ながら八百屋が生きがいになっ
ていたことや、仕入れ・配達には車
が手放せなかったことが要因。
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来院時に
は結核の
ターミナル
だった事例

50 男
その他／
日雇い建
設労働

独居 借家、アパート

国
保
証

2
年
前
ま
で
生
保
受

給

無 無 2014年6月16日 2か月 2014/6/1
病死／結
核

知人、生保CW、姉より聴き取り。6人兄弟の4番目。結婚歴なし。
2年前まで生活保護。収入が最低基準を超えたため、廃止となり国保
加入。日雇い労働に従事。4月頃より体重減少の自覚症状あり。体調
不良もあったが、働けなくなる。6月に入ってからは活気乏しく入院の
直前はほぼ臥床状態。心配した同じアパートの住民が救急要請するも
本人が拒否。翌日、見かねた住人が再度救急要請。たまたま居合わ
せた警察官も協力し、なんとか救急車に乗せて搬送。結核の診断。

0

救急要請した知人が相談に来られる。経済的に困っているはずだか
ら、何とかしてやってほしい。生活保護受給時の担当者のところに相談
に行ったら、MSWより連絡ほしいといわれた。とのこと。生保CWへTEL,
「働けなくなったらたちまちお金に困る人なのはわかっている。所持金
の確認ができていなくてもいいから、申請援助してほしい」とのこと。

ガフキー9号と排菌しており、入院3日目
に他院へ転院。転院直後大量喀血。翌日
にも再び喀血し死亡。

入院時から生活保護適応。

34

初診でいき
なり大腸が
んターミナ
ルの事例

40 男 無職
その他／
兄と同居

不明
国
保
証

無 無 2014年5月27日 1年 2014/7/18
病死／大
腸がん

4月頃までは新聞配達の仕事をしていた。1年以上前より全身倦怠感、
腹痛、下痢あるも受診せず。4月以降働けず、食事もとれなくなった。
5/14他院に受診のため来院するも、受診せず帰宅。入院前日まで歩
けていたが、入院当日、動けなくなっているところを同居の兄が発見
し、救急要請。当院に搬送となる。

特になし
来院してすぐに転院となったため、MSW介入する前に転院となった。

転院後、手術、化学療法されたが、2か月
後転院先で死亡

特になし
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事例
No.

プロフィー
ル

年齢
代

性別 詳細
家族構成
（詳細）

詳
細

保
険

保険の推移 初診日

自覚症
状出
現、健
診での
異常指
摘等か
ら受診
までの
期間

詳細 死亡日 詳細 事例（受診に至る経緯、職歴、経済状態）
一部負
担金未
納額

事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など
国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の適応
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生活保護
受給を断ら
れたため、
受診が送
れた癌患
者

60 男
非正規雇
用

一人親世
帯／.子
が18歳以
上

借家、アパート

国
保
証

国
保
→

生
保

無 2013年11月頃 6か月

その他
／他院
入院後
に死亡

2014/3/30
病死／胃
癌から肝
臓に転移

親子で年金を受給していたが、母親が2ヶ月で8万円で息子が2ヶ月で9
万円の年金での生活だった為年金では生活が出来ず、息子がシル
バー人材で仕事をしていた。
2013年5月に息子さんがくも膜下血腫で入院して、退院後の2013年6
月頃に息子さんが生活保護の相談に行ったが、シルバー人材の仕事
をしている事と車を所有していたことで断られる。
その後も年金では生活できないので、胃痛があったが仕事をしないと
生活できないために、受診するお金も時間もなく市販の胃薬で我慢し
て仕事に行っていた。
食欲が無くなり、バナナすらも食べられなくなったが、無理して仕事に
行くが1日仕事が出来ずに半日で帰ってきたりしていたので、11月頃に
A病院に受診すると胃ガンが見つかった。
胃の全摘手術をするが、肝臓に転移している事がわかり、12月頃に再
入院する。

2014年2月に民生委員より生活保護の受給の相談にのってもらいた
い。と地域包括へ連絡がくる。
息子さんは癌で入院中だったので、母親から話を伺う。
親子で年金を受給していたが、保護基準であったので、車を所有してい
ても保護受給は出来る事を説明して、保護申請に同行する。

母親と一緒に保護申請に行き、保護を受
給できることになり、車は息子さんが入院
しているので売却する。
息子さんは癌の末期だったので、保護を
受給して1か月後くらいに亡くなる。

息子さんが一人で保護申請の相談
に行った時は、シルバー人材の仕
事をしている事と、車を所有してい
る事で保護申請を断られ、申請す
らもさせてもらえなかった。
包括職員が保護申請に同行した時
は、保護課の職員の対応が全く違
い、保護申請をする事が出来た。
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車上生活を
しており、
受診時に
は癌の終
末期であっ
た患者

70 男
非正規雇
用

独居
定まった住居
がない／.車
中

後
期
高
齢
者
医
療

後
期
高
齢
者
医
療

→

生
活
保
護

無 無

当院が無料低額診
療事業を行なって
いないため

2014年10月29日 5か月

その他
／通
院・か
かりつ
け医療
機関な
し

2014/12/8
病死／下
部直腸癌

長年建材業（アルミサッシ）の仕事をしていたが、集団詐欺で捕まり、
刑務所に留置されたこともある。妻とも離婚、子どもたちとも別れ、離
婚後の関わりはなし。兄弟もいるが金銭面でトラブルあり縁を切ってい
た。アルミサッシの事業を興したが、失敗して倒産、多額の借金を抱え
る。２００９年頃より、借金取りが来るので帰宅できず、自家用車で車
上生活をしていた。収入は不定期の建材業のアルバイトで１日数千円
を得て、車上生活をしていた。収入はほぼ車の維持費に充てる。地域
の入浴施設に行ったり川でキャンプをしたりして過ごしていた。
２０１４年５月ごろから下肢浮腫あり、徐々に腹部膨満があった。同年９
月ごろから咳症状あり。２０１４年10/29、車にて工事現場に突っ込み
事故。工事現場のポールがフロントライト部分に突き刺さった状態でコ
ンビニの駐車場に入る。不信に思ったコンビニ店員が１１０番通報、警
察対応していた際に、下肢の浮腫と疼痛などを訴えたため救急要請し
当院搬送となる。 0

救急車にて当院に搬送、当院へは初診。「お金がないので病院に行っ
ていない」と本人からの発言がある。肝癌の疑いあり、精査加療目的に
て入院。検査後、大腸癌、肝内多発転移がわかる。終末期であり、余命
数ヶ月と主治医より本人へ宣告されたが、化学療法やストマ増設など
積極的治療は本人が希望せず。容態が悪くなった場合にも何もしない
と意思を示される。その後、次第に病状は悪化。
入院時、所持金１万円。無年金、定期的な収入なしとのことで、経済的
不安あり。生活保護申請希望が明確にあった。入院後、すぐに生活保
護申請を行う。福祉事務所来棟し、生活保護申請受理される。

入院して１ヶ月と１週間後、大腸癌にて他
界。

電話にて生活保護申請相談後、
ケースワーカー来院し本人と面談。
車上生活ではあるが、現在自宅が
ある住所地にて生活保護受理され
る。申請相談より１１日後、生活保
護受給が決まる。本人の銀行口座
がないため、保護費は福祉事務所
が本人へ手渡しをすることになる。
被服費の申請も行なうが、オシメ代
の請求は後払いしかできないと言
われ、本人の保護費の中から紙オ
シメを購入、領収書にて請求をし
た。
本人他界後、福祉事務所ケース
ワーカーが市の保健福祉課へ連
絡。本人の火葬などすべて市が手
配し、当院より火葬場へ直送にて
退院される。残った本人の貴重品
（古い写真や眼鏡、御経本、残った
保護費など）は、もし家族が見つ
かった際に手渡すとのことで、福祉
事務所ケースワーカーが持ち帰
る。担当福祉事務所は、当院が管
轄地域外であったにも関わらず迅
速な対応であり、本人とよく話をし
て状況を理解し対応をしていた。
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経済的問
題があり治
療中断して
いた肺がん
末期患者

60 男
非正規雇
用

独居
借家、アパー
ト／家賃２．６
万円

国
保
証

健
康
保
険

（
急
性
期
病
院
入
院
時

）
→

国
民
健
康
保

険

（
当
院
入
院
時

）

無 有

急性期病院から転
院されてきて兄が
相談室に来室。本
人の借金などもあ
り収入もない状態
であった。生活保
護も該当しなかっ
た。健康保険に加
入されていた期間
があるので、傷病
手当の申請をして
経済状況が安定す
るまで利用したいと
の希望あり。申請
し無低診適応とな
る。

2012年6月1日
1年10ヶ
月

中断／
他院

2014/8/20
病死／肺
癌

経緯：２０１２年１０月に急性期病院にて肺ガンの診断を受けるが、借
金等の経済的な問題もあり治療を中断。仕事しながら生活を継続され
る。２０１３年９月頃より月に１～２回程度の呼吸困難になることがあっ
たが我慢されていた。２０１４年４月１１日に苦痛が強く自制困難となり
急性期病院受診し入院となる。検査の結果、化学療法もリスクがある
ため本人・家族が緩和ケアを希望され当院に転院されてくる。
職歴：仏壇製造の会社に勤務　２０１４年４月１６日に復帰できないとい
うことで退職
家族状況：結婚歴なし　兄弟は本人含め男３人　キーパーソン　兄
経済状況：仕事をされていたときは約１５万円の収入あり　預貯金なし
カード会社・銀行より借金あり約３００万円～約４００万円　　アパート代
金も２０１４年２月・３月分と２ヵ月滞納。 0

緩和ケア目的にて急性期病院より２０１４年４月３０日に当院に転院さ
れてくる。肺癌末期であり余命半年という告知は本人には告知されてい
なかった。当院、転院後に兄よりＳＷに相談にこられる。急性期病院で
の医療費も分割支払いにしており預金などもなく今後の医療費にも心
配あると。無料低額診療事業の説明して申請おこない利用開始とな
る。また、本人がカード会社・銀行などからの借金があり一度相談した
が、今後も弁護士に債務整理の相談予定にしていると。借金などの問
題は、法テラスに相談して債務整理等の調整を兄がおこなってくれこと
になる。クライエントとも面談をさせていただいたが、経済的な問題のこ
とを誰にも相談できずに病院にもかかれていなかった。仕事をして毎日
の生活を送っていたという言葉が聞かれた。

無料低額診療事業を利用開始になり医
療費が１０割減免となる。毎月の傷病手
当金の支給開始となり毎月約１０万円の
収入が入ってくるようになり生活は、安定
してくる。キーパーソンの兄が、債務整理
の相談を弁護士に相談や年金の受給開
始の手続きをおこなっている途中に２０１
４年８月２０日に病状が急変して亡くなら
れる。

兄が急性期病院入院中に自治体
（生活保護課）に相談に行かれて
いた。健康保険に加入をされてい
たので、傷病手当の支給が優先と
また、年金の受給資格もあり６０歳
になっているので、そちらの方を優
先してほしいとの対応される。４月
１５日に仕事を退職をしたなら国民
健康保険の切り換えをした方がよ
いと言われ健康保険から国民健康
保険へ加入の助言を自治体（生活
保護課）職員からされた。

62

10年間健
康保険に
加入してお
らず、受診
が遅れた
肝細胞が
ん患者

60 男
年金受給
者

独居／子
どもはい
るが離婚
した後ほ
とんど連
絡してい
ない。
兄、妹は
近くにお
り、妹宅
で入浴し
ていた

借家、アパー
ト／家賃は不
明

国
保
証

タ
ク
シ
ー

会
社
を
病
気
で
休
み
が
増
え

た
た
め
退
職
後
は
健
康
保
険
未
加
入

今
回
改
め
て
国
保
に
加
入

無

有
・
N
市

無

無低診についても
説明をしたが、本
人にとっては差額
ベッド料を支払うこ
とになることが心配
な様子であり、医
療費については支
払うことができると
のことであったため
申請に至らなかっ
た。

3週間
中断／
他院

2014/8/19
病死／肝
細胞がん

1997年に他院で胃癌の手術をし、2年ほど通院した後に無保険となり
中断していた。その後も保険料が高いと思い、国保には加入していな
かった。年金受給開始してからも住民税は課税されていたため、保険
料を負担と感じたことと未納の保険料を請求されると支払いができな
いため、やはり国保加入はしないままだった。若いころに離婚し、一人
で生活していた。食生活は不規則で飲酒もしている。自宅に浴室がな
かったため、自転車で妹宅に入浴に行く関わりはあった。徐々に肝臓
が固くなっていると感じており、肝硬変になっていると思っていたがそ
のままにしていた。2014年7/10頃よりひどい腹痛や肛門から鼻水のよ
うなものがでたりしていた。7/20過ぎより食事が取れなくなった。自宅
で動けなくなったため、市役所に連絡し、介護保険について情報提供
されたため、関係部署へ相談。まずは受診必要とのことで国保に加入
して当院を7/30に車いすで受診し、そのまま入院となった。

0

初診にて入院。以前他院に入院した時に差額ベッド料がかかったた
め、まずはその点を心配していた。差額ベッド料がかからないことを喜
び、医療費についても、10月からは高額療養費の区分が変わるし、現
在の医療費も限度額の範囲であれば支払いできるという言葉はあっ
た。当初は入院出来たことに安心していたが、食欲はなく、症状も改善
しないため、スタッフへ声を荒げたり、不信感を持ったりするようになっ
ていった。お金がかかるだけでますます体が悪くなると自宅への退院を
希望して介護保険サービスの導入を強く要望したが、医師より、病名と
余命について本人へ告知。兄弟へも連絡をとった。

兄弟の協力を得てお盆ごろに2泊外泊。
帰院して後は穏やかな表情も見せてい
た。数日後に永眠された。

生活保護基準よりかろうじて多い
年金収入額だったが、本人の希望
がなかったため、相談していない。
国保は手続き当日より加入となっ
た。以前の滞納分については不明

46

国保があっ
ても保険料
を支払うだ
けで精一杯
で病院にか
かれなかっ
た

50 男 無職
一人親世
帯・子が
18歳以上

借家、アパー
ト

国
保
証

受
診
前
に
生
活
保
護
廃
止
に
よ

っ

て
国
保

(

正
規

)

受
診

。
そ
の
ま

ま
国
保

。

同居の息子が支
払ったため。

2014年5月10日 3か月 中断 2014/6/25
病死／敗
血症

1年半前に他院にて動脈カテーテル治療を行い通院をていたが3ヶ月
前から自己中断。4～5ヶ月前から腹部が苦しく起きにくさを感じていた
が、2ヶ月前から腹部豊満、下肢浮腫が著明に見られ、その頃から食
事は1日1食で以前より多かった飲酒が続いていた。2～3日前から食
事ものどを通らなくなり黄疸見られ体重も増加しており気にした友人が
社会保障協議会に相談し、当院の受診に結びつく。
2年前に妻がなくなってからアルコール摂取量が増え働けておらず、
8ヶ月間は生活保護を受給していたが同居の息子が就職したことを
きっかけに保護廃止となった。本人自身も働こうと就職活動を行い、面
接も100回以上行っているが就労に結びつかなかった。息子の収入が
あるものの息子とは不仲で金銭的援助をしてもらえないので受診もで
きず家を出ることまで考えていた。

0

当初は無料低額診療の相談であったが同居の息子の収入が生活保護
基準を大きく上回り支出を聞いたところ医療費を支払う余裕もあるもの
であったため、息子と相談して医療費の支払い方法を検討することにな
る。その後保険証の確認を行い、息子と医療費についての相談を行う。
生活保護の申請については拒否で、息子が医療費を支払うことを確
認。限度額認定証の手続きも案内している。

相談日に救急受診してもらいそのまま緊
急入院。重症アルコール性肝硬変と高ア
ンモニア血症であった。入院当初は意思
疎通が出来ていたが数日中に不穏行動
などが見られアンモニア濃度も上昇。重
症肝硬変に対しての治療効果も乏しく
徐々に寝たきりの時間が増え、6/25に死
亡される。

特になし。
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事例
No.

プロフィー
ル

年齢
代

性別 詳細
家族構成
（詳細）

詳
細

保
険

保険の推移 初診日

自覚症
状出
現、健
診での
異常指
摘等か
ら受診
までの
期間

詳細 死亡日 詳細 事例（受診に至る経緯、職歴、経済状態）
一部負
担金未
納額

事業所とのかかわり 結果（帰結） 自治体の生活保護対応など
国保法44
条にもとづ
く減免適応

無料低額診療事業の適応

53

上司からの
相談で経済
的問題が
わかった患
者 60 男 正規雇用

独居／妻
は施設

社宅／会社の寮

協
会
け
ん
ぽ

協
会
け
ん
ぽ
→

国
保

無 有

入院医療費(食費
含む)

2014/1/28(Ｃ診
療所)

治療中
／自院

2014/10/2
病死／肺
気腫

タクシー会社で働いていたが、インフルエンザ発症。肺炎になり入院。
親族は妻のみだが、統合失調症で施設入所中(キーパーソン)
収入は年金約8万あるが、年金担保で半額返済。

3月末に会社上司から医療費相談あり。
本人と面接したところ、年金担保の返済・税金の滞納・会社寮費などの
経済的問題あり。
4月に退職。退職金請求・傷病手当金申請・国保作成などMSWが代行
で手続き。

支給金で各支払いをしていたが、状態悪
化し死亡。
葬儀代のため医療費は無料低額診療制
度申請。

54

医療費支
払不安から
受診が遅
れた乳がん
患者

60 女
年金受給
者

二世帯・
三世帯同
居

借家、アパート

国
保
証

無 有

2年前より乳癌を自
覚していたが医療
費支払不安にて未
受診。今回家族よ
り医療費相談有
り。長女と孫4人と
同居。娘婿は仕事
（アルミ加工）の都
合で実家在住。年
金月額約30,233
円。娘のパート代
月額60,000円。児
童手当月額40,000
円。娘婿からの仕
送り月額200,000円
だが、収入不安定
なため金額は固定
ではない。貯金な
し。生命保険未加
入。娘の車のロー
ンが月額50,000円
あり、家賃支払や
生活費を考慮する
と医療費支払は困
難と判断し自己負
担免除。

2014年1月9日 2年 中断 2014/2/7
病死／左
乳癌

約2年前から左乳房腫瘤を自覚。1ヶ月前から出血するようになった。
弟の妻がヘルパーで当院へ問い合わせがあり、弟夫妻、娘と一緒に
初診。長女と孫4人と同居。娘婿は仕事（アルミ加工）の都合で実家在
住。　収入は総額約330,233円。生活保護基準の約1.01倍。年金月額
約30,233円。娘のパート代月額60,000円。児童手当月額40,000円。娘
婿からの仕送り月額200,000円だが、収入不安定なため金額は固定で
はない。貯金なし。生命保険未加入。娘の車のローンが月額50,000円
あり。

57

腹部大動
脈瘤が破
裂し亡くな
られた患者
からみえる
経済困難

60 男 正規雇用

二世帯・
三世帯同
居／本
人・妻・本
人の父親

持ち家

そ
の
他
健
康
保
険

無 無 2014年12月25日
治療中
／他院

2014/12/25
病死／腹
部大動脈
瘤破裂

2014年12月25日5:30頃、犬の散歩のため外出。散歩中に腹部痛あ
り。帰宅後も腹部痛持続するため救急要請。当院に搬送され、腹部大
動脈瘤破裂と診断。他院数ヶ所に転院を打診するも手術等困難と判
断され当院で看取りの方針となる。
もともと他院に高血圧症で通院していた。心房細動あったが本人が抗
凝固薬の内服を希望されず経過をみていた。（内服を希望しなかった
理由については不明）腹部大動脈瘤についての指摘はされていな
かった。
製造業で20代の頃から勤めており、2015年に定年退職予定だった。保
険は社会保険。
家族は本人、妻、本人の父親（90代）との３人暮らし。子どもは県外在
住。
本人の父親は無年金で本人の収入で生活。収入額については不明。

本人とはのかかわりは来院当日のみで、話はできなかった。入院後に
妻より医療費の話を聞きたいとの相談があり面談を行ったが妻も体調
不良（感染症に罹患中）であったため、だいたいの医療費を伝える程度
で詳細な話を聞くことができなかった。入院費については未収はない。
本人の父親は当院通院患者でＭＳＷとも面談歴あり。受診が中断がち
だったこともありＭＳＷとは何度か面談を行っていた。本人の父親は無
年金で80代後半まで知人のところでアルバイトをしていた。その後は内
職をし、生活費、治療費をまかなっていた。生活保護の話や無料低額
診療についても話をしていたが「まだ大丈夫。どうにもならなくなったら
相談したい」と言われていた。息子である本人とも話をしたい旨を伝え
ていたが、結局話ができないままであった。

入院当日（救急搬入当日）に永眠。
通院していた近医より拒薬があったとの
情報があり、また、腹部大動脈瘤は診断
されていなかったことを鑑みると経済的な
理由があり拒薬や検査を受けていなかっ
たかもしれないと感じた。父親との面談の
際に本人と話ができていれば結果が少し
違ったのではないかと思った。

63 60 女

年
金
受
給
者

娘と孫4
人と同居

持
ち
家
・
借
家
・
ア
パ
ー

ト

国
保
証

無 有

収入が生活保護基
準の1.01倍のため
無料低額診療制度
申請。

2014.1.9 2014.2.8
病死
(乳がん)

法人関連事業所職員より相談あり。外来受診後、入院。 外来・入院医療費について無料低額診療
制度申請(食事代含む)

64 30 女
無
職

夫
婦
と
子
ど
も
世
帯

(

子
1
8
歳
未
満

)

持
ち
家
・
借
家
・
ア
パ
ー

ト

健
康
保
険
被
扶
養
者

有 2013.11.26 2014.2.10
病死
(左乳が
ん)

他院かかりつけ。経済的問題もあり、当院に無料低額診療制度利用
希望で受診。夫、子2人の4人暮らし。夫(会社員)の収入のみ(約26万
円/月)。

夫より医療費相談あり(無料低額診療制度利用希望)。抗ガン剤治療を
外来で継続、その後状態が悪化し、緩和的治療。

無料低額診療制度適用。年齢も若いた
め、病状の進行が早く、死亡退院となる。


